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ただいまから委員会を開会いた○中野委員長

します。

先週からの決算審議、委員の皆さん、当局の

皆さん、大変御苦労さまです。

初めに、病院局の答弁者について御相談をい

たします。病院局については、通常、事務局長

及び事務長への質疑及び答弁を行っております

が、決算審査におきましては審議が詳細に及ぶ

ことが予想されますので、委員会の円滑な運営

を図るため、決算審査に限り、事務局長及び事

務長への質疑及び答弁を認めることにいたした

いと存じますが、いかがでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいたしま○中野委員長

す。

植木病院局長にごあいさつをお願いいたしま

す。

おはようございます。中野委○植木病院局長

員長を初めとしまして、各委員の皆様方、先週

の28、29の両日にわたりまして各県立病院の平

成17年度の決算状況を御審議いただき、また貴

重な御意見、御指導を賜りまして、まことにあ

りがとうございました。大変暑い中、御多忙の

中、足を運んでいただきまして、本当にお疲れ

でございました。厚くお礼を申し上げたいと思

います。

御承知のとおり、各県立病院の経営状況を取
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。り巻く環境は大変厳しい状況が続いております

このような厳しい状況を踏まえまして、去る８

月29日には、向こう５年間の経営目標を定めま

した「県立病院事業中期経営計画」を決定いた

したところでございます。今後は、この計画の

着実な推進を図ることによりまして、経営の健

全化と県民の皆様への高度で良質な医療の提供

が安定的に行えますよう、職員一丸となりまし

て努力してまいりたいと存じます。引き続き委

員の皆様方の御指導と御支援を賜りますように

お願いを申し上げたいと思います。

本日は、県立病院事業会計の決算審査の総括

質疑ということでございますが、どうぞよろし

くお願いを申し上げます。

それでは、総括質疑に入ります○中野委員長

前に、執行部の方で補足説明等がありましたら

お願いいたします。

各病院の決算審査の際に要○山下病院局次長

求のございました追加資料につきまして御説明

いたします。

お手元に平成17年度県立病院事業会計決算審

査の追加提出資料というのを差し上げておりま

す。中身はすべて個人未収金に係る資料でござ

います。お開きいただきまして、まず１ページ

をごらんいただきたいと思います。病院局で予

防対策要領というのをつくっておりまして、そ

れに基づきまして大きな徴収の流れをこの図に

いたしました。一般的には、一番上の診療のと

ころから始まりまして、大概の方はもちろんそ

の日にお支払いいただいてお帰りになる、ある

いは入院の方は退院の際にお支払いいただいて

お帰りになるということなんですけれども、支

払納期限というのを定めまして、未払いになっ

た場合には、おおむね20日以内と要領ではして

おりますけれども、場合によっては２カ月以内

程度で督促状を発行いたします。通常、時効期

間は２番目の支払納期限のところからスタート

するんですけれども、督促状を発行した場合に

は、ここで一たん時効期間が中段いたします。

新たにここから時効が始まるということになり

ます。督促状を発行した後、なお納付されない

場合には、電話催告、臨戸徴収をして、理想的

。に言えば納付誓約なり分割納付をいただきます

納付誓約なり分割納付をいただけば、そこでも

時効が一たん中段をいたします。納付誓約にも

分割納付にも応じていただけない方、あるいは

、納付誓約したにもかかわらず納付をされない方

分割納付が滞っている方、こういった方々は未

払いとなるわけですけれども、その方々に対し

ましては、さらに、患者の場合には催告状を発

行いたします。入院の場合には連帯保証人を立

てていただきますが、この方には協力依頼書を

。 、発行いたします こういったことを重ねまして

最終的には臨戸徴収等をいたしまして、納付ま

たは不納欠損という運びになります。この間、

事務局といたしましては、当然臨戸徴収なり電

話催告といった作業をやっているところでござ

います。

１ページの徴収の流れ、大まかにはそういう

ことでございます。

２ページをごらんいただきまして、これも病

院審査の際に御議論いただいたもので、委員長

から御指摘のあった件なんですが、個人未収金

の平成17年度末残高が、表の左から３つ目の欄

の一番下、４病院計で4,223件の１億4,100万円

余ございます。この右側の方に、17年度で時効

は形式的には完成しているけれども、12年度以

前に発生したもので、なお債権として残ってい

るものの内訳を書いております。平成12年度以

前の発生額が675件の2,638万円余、各病院の内



- -3

訳は上の表のとおりでございます。12年度以前

の発生で時効が完成しなかった理由は、先ほど

１ページの表で申し上げました、分割によって

中断があったもの、納付誓約によって中断があ

ったもの、したがって時効が完成していないと

いった債権が、それぞれ1,100万円余、370万円

余ございます。大まかにはこういう数字になっ

ておるところでございます。

最後に、３ページを見ていただきたいんです

が、これも病院審査の際に若干議論になりまし

た関係ですが、まず、債権の消滅時効の考え方

でございますけれども、従前は民法と地方自治

法とございまして、地方自治法の「金銭債権の

消滅時効」は、県立病院の診療債権につきまし

ては 「５年間これを行わないときは、時効によ、

」 。り消滅する ということでとらえておりました

これは有権解釈でそういうことになっておりま

して、すべての公共団体はこういった取り扱い

をしておったわけでございますが、昨年の11月

に最高裁の判決で民法を適用するという判断が

出ました。その民法というのは 「３年の短期消、

」 、「 、滅時効 という中に ３年間行使しないときは

消滅する。医師、助産師又は薬剤師の診療、助

産又は調剤に関する債権 、こういった債権につ」

きましては短期消滅時効ということで、３年間

で消滅するという民法の規定を適用するという

ことになりました。

なお、参考に「債権等の消滅時効」というこ

とで、同じ民法の規定の中に、債権は10年間で

消滅するというのが一般則でございます。商事

債権の場合には、５年間という商法の規定がご

ざいます。消滅時効につきましてはそういうこ

とでございます。したがいまして、５年が３年

になったということでございます。

それと、消滅時効の中断事由、先ほど最初の

表のところで中断と申し上げましたけれども、

それがどういったものかといいますと 「督促、、

滞納処分等」ということで、これは地方自治法

の規定でございます 「期限を指定してこれを督。

促しなければならない」と地方自治法で定めら

れております。従来、病院の診察費、入院料等

につきましては、231条の３の「公の施設の使用

料」という解釈をした上でやっておったわけで

ございます。こういったものにつきましては、

地方自治法の中に「金銭債権の消滅時効」とい

うのがございまして、時効について、督促の場

合は 「民法第153条の規定にかかわらず、時効、

中断の効力を有する」ということに特例でなっ

ておるところでございます。つまり、民法上の

時効中断の効力というのは、下の方に民法の147

条を掲げておりますが、請求、差し押さえ、仮

差し押さえまたは仮処分と承認、こういったも

のが「時効の中断事由」として民法の中に書い

てあるわけですけれども、それの特例として、

納入の通知及び督促が時効中断の効力を有する

というのが地方自治法の定めでございます。

この通知及び督促が何回あってもその都度中

断するのかというと、そうではなくて、参考に

掲げてありますけれども、古い行政実例でござ

いますが、昭和44年の自治省行政課長回答例に

よりますと 「督促の都度中断と解することがで、

きるか」という問いに対しまして 「最初のもの、

に限り時効中断の効力を有する」と。実務上は

この行政実例に基づいて、最初の督促のみが時

効中断の効力を有するものとして扱っていると

ころでございます。民法は、先ほど申し上げま

したように、請求、仮差し押さえ、差し押さえ

等の３つの事由を掲げております。

民法上の催告というのは、153条に掲げており

ますが、６カ月以内に裁判上の手続等をしない
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と時効の中断の効力を生じないと定められてい

るところでございます。

こういった規定に従いまして、各県立病院そ

れぞれ個人未収金につきましては時効の中断を

図っておるところでございますが、現実には督

促というのはそんなに時間を置いては意味がな

、 、いということで 先ほど申し上げましたように

おおむね２カ月以内には督促をしておるところ

でございます。したがいまして、仮に時効の中

断になったとしても、おおむね２カ月ぐらいし

か時効期間を延ばせないというのが実務上の取

り扱いでございます。これを督促等をせずに５

年間ほっておけばいいじゃないかと、要するに

ぎりぎりのところでやっておけば、また５年あ

、るじゃないかという考え方がありますけれども

実務上はなるべく早く債権回収するということ

で、おおむね２カ月以内に督促をしているとい

うことでございます。

資料の説明については以上でございます。

これより総括質疑に入ります。○中野委員長

委員の皆様、質疑はありませんか。

今の未収金についてなんですが、○内村委員

税法では督促を出したときに、督促状の料金、

郵便が50円、書類関係では100円、それに延滞費

というのを税上で取れるのかどうかわかりませ

んけれども、それがかかっているんですが、こ

の督促状を出したときの督促料はどうなさって

いらっしゃいますか。

今のところ督促にかかる追○山下病院局次長

加料金というのはいただいておりません。税法

はきちんと定めがございますのでそういった形

になっておると思うんですが、これは民事上の

債権でございますので、そういう取り扱いはし

ておりません。

過酷なようですけれども、生活が○内村委員

苦しいから払えないということで、不納欠損処

理がなされているんですが、これについて民法

上ではできないということですが、法律を超え

、ての条例はできないかもわかりませんけれども

そういう制度を取り入れることはできないんで

すか。

法律に従って行政をやらざ○山下病院局次長

るを得ないんですけれども、不納欠損につきま

しては、従来は、５年たちますと地方自治法を

すぐ適用して、先ほどの中断がない限りは不納

欠損の処理をしておりました。ところが今回、

民法が適用になるということになりますと、本

人の時効の援用がない限りは債権債務関係は存

続するということでございますので、時効の援

用があったもの、つまり、本人が「これは時効

で私は支払う義務がない」とはっきり言われた

ものについては不納欠損として処理をいたしま

すが、それ以外の債権につきましては、一定の

理由があるもの、例えば、先ほど先生がおっし

ゃいました、生活保護等で資力がない者とか、

あるいは居所不明で行方がわからない、そうい

ったものについては実務上不納欠損として取り

扱ってはいるところでございます。

せっかくですから、未収金の関○中野委員長

係だけで質疑をお願いします。

恐らく法律の制度は、消滅時効を○井本委員

基本的に認めよう。それに対して中断をするの

は例外的な中断にしようというのが法制の趣旨

だろうという気がします そうすると 民法の153。 、

条の例外として地方自治法が置いているんだけ

れども、しかしそれでも１回しか中断しないと

いう自治省行政課長の回答だそうですが、中断

した後は、実情は裁判上の請求とかそういうも

のはできないということになるわけですか。

、○山下病院局次長 督促等により中断をすれば
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その後、民法上の規定に戻るんですけれども、

６カ月以内に裁判上の手続をとった場合には、

時効の中断の効力を有するということで、一た

んそこで停止はしますけれども、さらに６カ月

以内に裁判上の請求等をすれば、さらにそこか

ら中断をするということになります。例えば、

ことしの１月に発生した債権を２カ月後の３月

に督促をした。そこで一たん時効は、またそこ

から３年なりを起算するわけですけれども、そ

の後そのままほったらかしていたら、その３年

間は３月から３年後の３月に満了して、債権は

本人が援用すればなくなるということなんです

けれども、６カ月以内に裁判をやれば、その裁

判をやったところで中断をされますので、その

裁判で確定判決を得れば当然いただけるんです

けれども、そこから中断するということになり

ます。

次長は催告と地方自治法の督促を○井本委員

ごちゃ混ぜにしておるけれども、督促はこれだ

けで中断するわけでしょう。催告はこれだけで

は中断は発生しないわけです。６カ月以内に裁

判上の請求とかなんとかをやらんとだめだとい

うことでしょう。

地方自治法上は、督促はそ○山下病院局次長

こで一たん中断の効果を確定的に生じます。民

法上は、催告をしても６カ月以内に裁判等をし

ないと中断の効果は生じない。病院のものにつ

、いては地方自治法の規定が適用になりますので

確定的にそこで中断の効果は生じます。

その後、裁判上の請求はできるの○井本委員

かということです。催告と一緒の効果というこ

とですか。236条の第４項というのは、催告に当

たるんだと書いてあるんですか。

はい、そういうことでござ○山下病院局次長

います。

間違いないですか。○井本委員

行政実例では、実際上の取○山下病院局次長

り扱いもそういうことでやっておるところでご

ざいます。

最初の督促については中断の効果が生じます

けれども、その後、２回目以降督促をやります

が、その場合には民法の規定に戻るということ

になります。

民法の規定に戻るということは、○井本委員

裁判上の請求ができるということですね。

当然そういうことです。○山下病院局次長

今までそんなことをやったことは○井本委員

あるわけですか。

。○山下病院局次長 これまで例はございません

裁判上の請求は大分コストがかか○井本委員

るだろうと思うんです。そんなのを試算したこ

とはありますか。

検討はいたしましたけれど○山下病院局次長

も、なかなか手間とコストがかかるということ

もございました。ただ、裁判上の仕組みも少額

訴訟とかいろいろございますので、将来的には

。検討していかないといけないと思っております

この件でほかにありませんか。○中野委員長

ここに未収金の状況が出てい○宮原副委員長

ますけど、保証人さんからいただいた分という

のがどれぐらいあるんでしょうか。

その分は分類して集計はし○山下病院局次長

ておりません。

分類ができていないというこ○宮原副委員長

とですが、保証人さんから取れた例もあるとい

うことですか。

一般的には保証人は２人立○山下病院局次長

、 、てていただきまして そのうち１人は肉親の方

もう１人が全く世帯を別にする方というふうに

患者さんにはお願いをしておりますので、保証
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人から取れた例はあると思います。

法的手続をされたことがないと○中野委員長

いうことでしたが、公的機関は差し押さえとか

仮処分とか簡単にできますよね。だから、民間

の請求関係よりも、自分たちでさっとできるわ

けだから、なるだけこういうことをされた方が

いいんじゃないかと思うんですが、どうでしょ

うか。

先ほど税のお話が出ました○山下病院局次長

けれども、税法上は徴収の権限というのはきち

っとしておりまして、調査権なり差し押さえ権

というのが決まっておりますけれども、病院の

、診療費につきましては民事債権と同じですので

一定の手続を経た上でないとそういった強制力

が出てこないということでございます。

督促は１回限りで時効中断、そ○中野委員長

の後は関係ないという話で、それから催告等を

していけば、これは民法上の適用になるという

説明でしたか。

第１回目の通知及び督促は○山下病院局次長

時効を中断する、これはそれだけで確定的に特

例としてあるんですけれども、第２回目以降に

つきましては民法に戻って、催告の場合には６

カ月以内に裁判上の請求等正式の手続を踏まな

いと、そこで時効の中断は生じないということ

になります。

催告をすれば民法上の適用にな○中野委員長

ると、民法上の時効は10年だから、そういう手

続をしていけば請求期間が長くできると理解し

ていいんですか。

、○山下病院局次長 裁判上の判断をいただけば

それは10年という時効になります。裁判上の決

定が出るまでは、先ほどの短期消滅時効のまま

ということになります。

一つの債権だから、支払督促命○中野委員長

令の申し立てをして、裁判上は、こちらが申し

立てを取り下げない限り、あるいは解消しない

限りずっと続くわけですから、ぜひそういうふ

うにしていただきたい。

私の解釈と違ったような説明があったようで

すから、答弁をお願いします。

先ほど、裁判上の決定をい○山下病院局次長

ただけば10年、そして裁判上の判断が出ない場

、合には短期消滅時効の３年と申し上げましたが

最初に申し上げた10年という部分は確認をさせ

ていただきたいと思います。

裁判の決定をすれば時効が10年○中野委員長

ですか。それは私はずっと続くんじゃないかと

思うんですが。

それから、具体論に入りますが、２ページの

説明で、12年度以前の発生額が675件の2,638

万7,000円あると、そのうち分割納付が273件、

誓約をしたのが134件あるということで、この分

割納付と誓約した分は、時効中断ができたから

ずっとまだ請求ができるということですよね。

それで、この差額をざっと暗算しましたが、差

が268件で約1,077万円ありますよね。この分に

ついては、５年以上経過しているから不納欠損

の処理をしたということに理解すればいいんで

すか。

17年度末残高の中の12年度○山下病院局次長

以前発生額として2,600万円余あるということ

で、今、委員長御指摘の分割納付と納付誓約を

除いた分の残りにつきましても1,077万円何がし

の請求権はまだ残っております。その他につき

ましては、一般的には５年経過したということ

。で不納欠損処理をしたということでございます

その差はどういったものかといいますと、例え

ば、実施取扱要領上、一たん患者としておいで

になって、その方の医療費が未納のまま、５年
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経過する前に再度おいでになったとき、その方

についての新しい債権と古い債権をどんなふう

に処理するのかということになりますと、新し

い債権につきましては時効期間までに相当期間

がございます。当然債権として残しておく。古

い債権につきましては、新しい債権がある以上

まだ判断はできない。つまり、生活困窮なり行

方不明ということの判断ができないということ

で残したもの、こういったものがおおむね1,000

万円余あるというものでございます。

ということは、ずっと治療を継○中野委員長

続しますよね。10年前からされておる人がいま

だに治療をしておるとなれば、その人の治療代

は、10年前のものは12年度以前の発生額という

とらえ方をしている。しかし、現在までまだ治

癒していないわけだから、それはまだ時効には

なっていないと、こういうことですね。そうい

うものを12年度以前発生額としていいわけです

か。そういうものはまだ現在だから、５年以上

経過しているなんていう書き方自体がおかしい

んじゃないですか。

私の説明が悪かったかもし○山下病院局次長

れませんが、一たん治癒をされて、その後全く

別の疾患でまたおかかりになった。ところが、

最初の診療費あるいは入院費も未払いだといっ

たような例でございます。

くどいようですが、そういう以○中野委員長

前の債権が時効にならないんですか。最初の方

、は５年以上経過して既に時効になっているのに

その後全く別な病気で治療中だから、以前の治

療代が時効になっていないという請求できます

か。

特に民法の規定が適用にな○山下病院局次長

ってからは、本人の時効の援用がないと時効と

して完成はしないということになりますので、

従前の債権は債権として残っております。これ

は残さざるを得ない。ところが、５年という地

方自治法の規定の適用があった場合には、地方

自治法が当然適用になりまして、５年たったら

不納欠損してもいいと、確定的に不納欠損する

ということになっていたものでございます。

何かすっきりしませんが、３年○中野委員長

ということになりましたから、時効にならない

ようによろしくお願いしておきます。

先ほど申し上げました10年○山下病院局次長

と３年、つまり裁判上の権利になった場合に何

年存続するかという点につきましては、最初に

。申し上げたとおり10年ということでございます

一つは、最初に236条第４項の規定○井本委員

で督促すると、そして時効の直前になって催告

するということまでは最低できるわけですね。

その後裁判上の請求するかどうかというのは、

個別にありますからね。しかし、少なくとも向

こうが時効の援用をしない限りはずっと債権債

務関係は続いておるわけですから、これに対し

てはずっと催告してもいいんじゃないかと思う

んです。向こうが援用せん限り続いておるとい

うなら。そういうことはどうなんですか。

最初の督促等は２カ月以内○山下病院局次長

、 、にやりますけれども 最終催告につきましては

御指摘のように、時効期間が完了する直前にや

って、その後裁判上の手続に入った方がいいと

いうのは当然だろうと思います。

それをやらにゃいかんのじゃない○井本委員

かということを言ってるわけです。今までは１

回しかやっとらんかったわけでしょう。少なく

とももう１回催告ができるわけでしょう。そし

てまた時効援用せん限りはずっとできるわけで

しょう。５年間たとうと10年間たとうと、向こ

うが消滅時効の援用しない限りは。だったらず
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っとやっていっていいんじゃないかということ

です。

援用しない限りはずっと続○山下病院局次長

きます。では、それを強制的に取れるかどうか

というところで、裁判手続に持ち込むかどうか

という判断になると思います。

消滅した後は、向こうが援用した○井本委員

らぱたっと終わるわけよ。裁判上手続もしても

らえんやったら。少なくとも236条の第４項の規

定よる以外の催告はしてもいいんじゃないかと

いうことを言っとるわけです。それは今までや

ってきとらんわけでしょう。

催告はやっておりました。○山下病院局次長

先ほどの図にございますように、最初の督促状

発行から催告は何回もやっておるということで

ございます。

督促は１回限りということでやっ○太田委員

て、その後、滞納者、納めていない人が、お金

があるときには分割できちんと持ってくる人も

おると思うんです。それが２カ月後であったり

３カ月後であったりする。そういう人を行政か

ら見た場合、この人は本当は時効なんだがなと

思いながらも、まだ払う気持ちがあるらしいと

いうことで、不納欠損しない場合だってあると

思うんです。実際納めている行為があるから、

将来もこの人はきちんと誠意を持って納めると

いうことが見込まれれば、こちらからは時効は

させずに分割で入れさせるという事例はありま

すよね。そして電話催告とかで 「どうですか、、

今月は入れてもらえませんか」というような催

告をしながらどうにかうまいぐあいに入れても

らう、そういう事例もあるわけでしょう。

先ほどの１ページの表で説○山下病院局次長

明いたしますと、分割納付というのは、例えば

１万円のお金、1,000円を１年後に払ったら、そ

こからまた時効は始まります。ですから、何回

にも分けてお払いになれば、その都度そこで時

効は中断するという扱いになっております。

これは嘱託職員を使って電話もし○太田委員

くは直接行ったりすることもあろうかと思うん

ですが、公の病院の料金の問題については、そ

れ以上の取り立ては、悪意でない限り難しいん

ではないかと思うんです。例えば市営住宅なん

かは、現に入っていてサービスを受けながら納

めない人たちがおる。これについては以前延岡

では裁判までやって、和解がとれてうまく入れ

てもらったという事例はあります。なぜそこま

でしたかというと、現にサービスを受けている

人から取らないわけにはいかんだろうというの

があってやったんだろうと思うんです。病院の

料金については、当時は本当に困って、命を助

けるために病院に駆け込んだという一発か二発

かの問題で、いろんな事情があって払えない人

は確かにおると思います。どうしても取らにゃ

ならん人は、現金はないけど財産を持っている

というのがはっきりわかれば、催告のところで

差し押さえなりしながら債権を確保していくと

いうのは、確かにそれは効果はあるし、しなき

ゃならんことかなと思いますが、通常の方の場

合はそこまでの人はいないんではないかと思い

ます。だから、今後、臨時嘱託職員等による、

２カ月、３カ月ごとに必ず本人には電話連絡な

り訪問なりしてきちっと納めてくださいという

作業をしていけば、効果は出てくるんじゃない

かと思います。

２ページの表を見たときに、17年度の残高な

、んかも意外と延岡はいいのかなという気もして

それなりの効果が出ているのかなと。日南が悪

いという意味じゃないんですが、日南は低所得

者の人が延岡より多くて、取り立てに苦労して
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いるんだろうかなという読み方もできるし、こ

の表だけではどうこうというのはなかなか言え

ないかもしれんけど、せめて嘱託職員による継

続的な電話等の催告をしていくという効果は、

この２～３年上がっているんではないかという

気がするんですが、どうでしょうか。

確かに徴収員を導入後、未○山下病院局次長

収金の回収額が上がっていることは事実でござ

います。ただ、今後問題にすべきなのは、先生

御指摘のような生活困窮者の方々というのは、

取りようにも取れないといいますか、コストを

かけるだけ逆にむだだということもございます

ので、当然使い分けが必要であろうというふう

には考えております。ただ、使い分けをする場

合に、資力のある人をどのように調べていくの

か、この辺が課題としては残るであろうと考え

ております。

滞納者、納めていない人とのコン○太田委員

タクトといいますか、そういうのを徴収員制度

の中で継続的にやってもらいたいということを

要望しておきたいと思います。

民間の病院には医事相談室みたい○井上委員

なのがあって、医療費をどんなふうに支払って

いくのかという相談室みたいなのがありますよ

ね。県立４病院ではそれはどんなふうに機能し

ているんですか。

各病院ともそういう相談室○山下病院局次長

がありまして、医療ケースワーカーが職員とし

ております。そして診療費用の支払いについて

は相談に乗ることになっておりまして、現実に

相当件数御相談があるところでございます。

普通そうだと思うんですよ。常識○井上委員

的に考えるとですね。ある意味ではそこで患者

さんに関しての分類というのはできなくはない

と思うんです。最初の請求が行ったときに、そ

のとき既に滞るという方と、そのときは払える

けれども、その後請求した分が入ってこないと

いう方といろいろ分類はできると思うんです。

公立病院は不納欠損処理をしていいと、そこが

認められているがゆえに非常に甘いのではない

かということもあり得ると思うんです。それで

ケースワーカーの方も含めてそうですが、そう

いう意味での分類をきちんとしていったら、裁

判にかけていいという方の分類はできるのでは

ないかと思うんです。できるだけそういう方向

に患者を導いていくと、そして保証人になって

いる方たちとの懇談会なんかも持つというふう

に少し丁寧にしないと、不納欠損処理ができる

からということで、そのことを建前にやってい

。 、くと…… ４病院行かせていただきましたけど

削るところは削り、みんな努力されているわけ

です。余りそういうことを繰り返していると、

赤字じゃないか、赤字じゃないかという話だけ

が前面に出てくるわけです。医師の確保をする

ときに財政的な裏づけをしたいと思っても、な

かなかそれもできない。ということになってく

ると、本来的な経営的手腕が発揮できないとい

うことになっていくと思うんです。ですから、

負として持っている部分にどう対応していくの

かについてもっと真剣なる対応をしていかない

と、一方では垂れ流している部分があって、一

方では努力している部分がある。幾ら努力して

もそこがなかなか報われないということになっ

てくると、経営者としては非常にきつい立場に

追い込まれていくことになりはしないかと思う

んです。だから、本来欲しいものがあっても、

数字上見たときには買えないと。数字上見たと

きは買えないということで、それで医者の方も

引っ込む。ということになると民間病院に行っ

た方がいい、その方が自分の実力も十分発揮で
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きるということになりはしないかと非常に心配

するわけです。患者数が減るということで、負

のサイクルを自分たちでつくり上げていくとい

うことになりはしないかと思うんです。

細かいようにありますが、未収金の処理につ

いては、今徴収員の方が入られて、その方によ

って非常に効果が上がっているということです

ので、これは何らかの処置をする方法を研究し

ていくということがないと、以前からずっと引

き継いでいるわけですから、そしてまた新たな

ものを生み出すという形でずっとやってきてい

るので。公的な機関の役割として、生活が苦し

い人たちの部分については、太田委員言われる

ように取れない人もいらっしゃるでしょう。で

も、取るべきところではしっかり取らないと、

４病院の努力は余り報われない。底にずっとた

まっていくので、その沈殿したものだけが目を

引くということになってしまう。じゃ、何が返

ってくるかというと、職員数が多いじゃないか

とか、職員の給与が高いじゃないかとか、モチ

ベーションが下がる話ばっかりが充満してしま

うということになりはしないかと思って非常に

心配するわけです。ですから、このあたりは丁

寧にされて、そのことを改善していく方法を研

究する必要があると思います。九州全体でもそ

うだと思うので、事務局長会議というのか次長

会議というのがあるのかわかりませんが、そう

いう場所で真剣な議論をして、法律を最大限活

用できるような方法をとらないと非常にまずい

。 、のではないかと思うわけです その研究含めて

最大限の効果が上がるように、医事相談のケー

スワーカーの配置についてももうちょっと研究

していただくといいなと思うところです。

以上、今のは未収金に関する要望です。

この前の説明を聞いておったら、○黒木委員

非常に生活が苦しいということで不納欠損処理

したが、しばらくしたら新築したというような

話も伺ったので、そういうことであれば、不納

欠損処理する前に十分検討しておく必要がある

んじゃないか。

それともう一点、未収金の状況の中で、日南

病院は極端に金額が多くて1,148万5,000円、ほ

かの延岡とか宮崎は非常に少ないわけですが、

特別この期間に多かった理由というのは何です

か。特に生活の苦しい人が日南は多いという意

味なのか、それとも特別病気がはやったとか、

この要因は何ですか。

この表の右の方に う○弓削日南病院事務局長 「

ち分割納付」と「うち納付誓約」というのがあ

りますが、先ほど次長の説明の中で、一診療行

為で未収がありまして、さらに新たな診療行為

があった場合は不納欠損をしないという説明が

あったかと思いますけれども、分割納付、納付

誓約以外に新たな債権の発生というのが、日南

病院につきましては約250万ほどございます。そ

の辺もこの額の大きさに影響しているのかなと

思います。

未収金のことはこれでいいです○中野委員長

ね。

ほかのことについて質疑はありませんか。

各病院を回るときに言うてきたん○井本委員

、 、 、ですけれども 病院局長 各病院の事務局長が

甚だしいところでは１年ごとにくるくるかわり

よるという話を聞きました。なれるにも２～３

年ぐらいかかるだろうと私は思います。それが

１年ぐらいで交代したら、しかもこういう中期

目標を立てて再生させにゃいかんときに、病院

長の片腕になるような人がくるくるかわるよう

じゃ、本気でやりよっとかなという気がするん

です。最低でも５年ぐらいはそこに置いておく
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ぐらいのことはないといかんのじゃないかとい

う気がするんですが、局長、ちょっとお聞かせ

ください。

私も各病院を回りまして、事○植木病院局長

務方に対する意見として、医局の方から、今、

井本委員がおっしゃったような意見をたくさん

聞いております。ことしの３月までは知事部局

の福祉保健部の中にありましたので、そこの中

での人事異動ということで事務関係は動いてお

りましたから、そういうふうなことで短期間に

動く場合もあったかと思います。自分のことで

恐縮ですけど、私も２年宮崎病院の事務局長を

しておりました。それで、ことしの４月以降、

病院局として独立をしております。そこで、今

お話がありましたようなことも含めまして、中

期経営計画を実現するためには、おっしゃると

おり、なかなか短期間では実現はできないかな

という気がいたしますので、今後の病院局の人

事については十分そこあたりは配慮していきた

いと思います。

ただ、一つ申し上げられることは、各病院の

事務局長として来ていただいている方は、県の

、中枢といいましょうか優秀な方ばかりですので

全体の県の異動ということになりますと、短期

間で動かさざるを得ないということがあったの

かなという気はいたします。しかし、今回の病

院改革といいましょうか経営改革をするために

は、今のすばらしい体制でなるだけいけるよう

に、中期経営計画が実現できますように努力を

してまいりたいと思います。

さっきも井上委員が言いよったよ○井本委員

うに、私も中期目標を後からつらつら見たんだ

けれども、それは一つ一つ個別に目標を設定し

てやるのはもちろんいいんですが、モチベーシ

ョン、やる気、その辺はどの辺から引っ張り出

してくるのかなと。単に採算をよくする、経営

状態をよくするということだけでみんながやる

気になるのか。民間会社だったら、このままい

ったらつぶれるよ、あんたたちの給料はなくな

るよということでもあるわけですけれども、果

たしてこういう中期目標さえ設定すればみんな

のやる気が出てくるのかなという気がしたもの

だから。人事なんかはモチベーションをつくる

大きな要素となると思うんです。やる気がある

人がここに来るんだと。私は事務局長ぐらいは

民間からでも登用してもいっちゃないかぐらい

思っているんです。やる気を起こすためには人

事というのは非常に大切なものです。ひとつよ

ろしく御検討のほどお願いしたいと思います。

もう一つ、延岡病院は10年たって器材が古く

なりよるという話です。経営ということからい

うと、なかなか新器材を購入するのは難しいと

いう話をしておりましたけれども、黒字にせに

ゃいかんわという非常に難しいところではある

んだけど、病院局長としてはその辺のことはど

う思いますか。

最新の器材を入れて高度な医○植木病院局長

療を提供するというのは、私たちの願いであり

ます。そういう意味で、予算的に非常に制約を

されて、器材は年間で何億程度ということで目

標を定めておりますけれども、今、私たちが考

えておりますのは、例えば、ことしは延岡病院

なら延岡病院に重点的にそういう器材を購入す

る費用を手当てする、ほかのところは１年でも

我慢できるのであれば我慢してもらうというよ

うなことで、集中的に器材を購入するというこ

とも考えられますし、それから、具体的な話に

なりますけれども、例えばＭＲＩという高価な

。 、機械を購入します このときに業者の方は必ず

この機械にはバージョンアップするために附属
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の機器をこれもこれもあるといいんですよとい

うふうに、かなりたくさんの機械を一緒に購入

したらどうですかというようなことを提供いた

します。そういうときに、本体は購入をして、

周辺機器については年次的に購入するという購

入の方法、そういったこともいろいろ研究して

みたいと思います。

それから機器類も、今は、日進月歩どころか

時間単位で進歩しているわけです。レントゲン

臨床技師さんたちのお話を聞きますと、最新の

機器類は自分たちも対応ができないぐらい進ん

でいるということを現実の話として聞きます。

そういう機械も、研修をすることでどんどん能

力が上がってくるとは思いますけれども、１年

ぐらい年式のおくれているものであれば機能と

してはほとんど一緒です。そういうものは非常

に価格が下がりますので、そういったものを購

入したらどうだろうかとか、そういうことでい

ろいろと研究をしておりますので、高度な医療

を提供するための努力はこれからも続けてまい

りたいと思っております。

細かい話になりますが、平成17年○井上委員

度の４病院に対してということでお聞きいただ

きたいんですが、対応に対する苦情件数はどの

くらいあって、どういうシステムで苦情が入る

ようになっているのか。患者の声というかお客

様の声はどんなふうに聞くシステムになってい

るのかを教えていただきたい。

件数については後ほど御報○山下病院局次長

告しますが、システムといたしましては、電話

によるものもございますし、医療職の方々に対

する直接の苦情といったものもございます。当

然そういったものは院内に統一して報告される

システムをとっておるところでございます。ま

た、患者苦情箱といったものを設けているとこ

ろでもございます。

苦情件数につきましては、後ほど資料にまと

めてお手元にお届けします。

大きい病院だけに、患者の人たち○井上委員

は非常に頼っているわけですよね。最近、17年

度もそうだと思うんですけれども、私ども延岡

に行かせていただいたとき、地域医療との連携

、ということについての話が再三出るんですけど

結局、フェース・ツー・フェースの診療が受け

られるように、地域の医療との連携をとろうと

いうことですが、患者にそれがうまく伝わって

いないのではないかと思われることがいっぱい

あるわけです。診療拒否をされたみたいに思っ

たりするときもあるらしいんです。私に言って

こられるのは大方が宮崎県立病院なので言いづ

らいところもあるわけですが、地域の先生から

の紹介状を持ってきてくれと必ず言われるそう

です。この前まで県立病院に緊急で入院してい

たのにみたいなのがあって、診療拒否をされた

みたいな感じを持つみたいなんです。大きい病

院だからこそなかなかそういう点でうまくいか

ないところもあるかとは思うんですけど、その

辺の対応、しっかり苦情も受けとめていただい

て、できるだけ患者にそういうことについても

返していただきたい。私なんかは、延岡病院に

、行って地域医療との連携とかいうお話を聞くと

非常に納得できるんですけど、そのことを何か

の形で患者側にメッセージするということを、

４病院も含めて、公立病院としての医療のあり

方をできるだけメッセージをしていただくよう

に、これからは努力をしていただけたらという

ふうに思います。

それと、細かいことで恐縮ですが、看護師さ

んたちから声をかけられるときに、ある程度の

年齢になっていらっしゃると、認知症にかかっ
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ているかのごとく扱われるというのを非常に嫌

われるわけです。普通に対応する、普通に会話

をするということをできるだけ心がけていただ

きたい。子供扱いというか、認知症の方のよう

な扱い方をされたということで非常に不愉快に

なったということです。私の母も86歳だもので

すから、よくそのことを言うんです。一人の大

人として扱っていただいていないということを

再三苦情として私にも言うんですが、そういえ

ばと思って聞いて歩くと、そういうことを非常

によく聞くものですから、診療される側という

か、看護師さんの方たちも本当に大変だとは思

いますが、そのあたりも心がけていただいて、

できるだけサービスが行き渡るというか、心が

伝わるというか、そういうふうな公立病院とし

ての役割を果たしていただけるようにお願いし

ておきます。

先ほどの苦情件数については、また教えてい

ただきたいと思います。

この前延岡に行かせていただいた○内村委員

後に、宮日新聞にこの前の竜巻災害のときの医

療体制とかが載っておりました。私どもはそう

いうのを全然わからずに話をいろいろ聞かせて

いただいたわけなんですが、今、井上委員が言

われる地域医療をしているということで、救急

で来られた方が、個人病院と医師会と話し合い

の上で個人病院に搬送されたというのが載って

おりましたけれども、宮崎、日南、延岡、こう

いう大きい病院があるということは、苦情は来

ると思いますけど、そういう病院がない私ども

の都城については、やっぱり地域の安心・安全

。を守るためには大変重要な病院だと思うんです

皆さんの御苦労も大変だったと思いますけれど

も、こういうふうに地域の人が頼っていらっし

ゃるということで、中間のこれでは目標の額を

決めろ決めろで、額だけで今いろんなものが言

われていますけれども、個人病院でできないも

のをしていらっしゃるということで、そこ辺を

堂々と皆さんにＰＲをしていただきたい。その

ために、広報「みやざき」が今出ているんです

が、これを見てみますと、この病院でこういう

ことをやっていますとかいうのがほとんど出て

いないんじゃないかと思うんです。そういうＰ

Ｒもしながら、個人病院でできないものをやっ

ているということも広めていっていただいたら

ありがたいと思います。

竜巻災害でのそういう状況を知りませんでし

たので、そういうことについては皆さんにねぎ

らいの気持ちを持ちたいなと思っております。

遅くなりましたけれども、どうもお疲れさまで

した。

決算については、各病院回って、○太田委員

それぞれ頑張っておられると思います。決算か

らまた将来を見込まにゃいかんものですから、

決算と少し離れた話になりました。さっき内村

委員が言われたように、本当に竜巻災害では、

県病院があったればこそという思いをしたとこ

ろです。

今後の５カ年計画の中でどうにかいい体制に

持っていこうと努力をされていることも理解で

きますが、でき得るならば、看護師、医師それ

ぞれの人たちが、モチベーションを持続できな

がら「やったるぞ」という気持ちになるような

形になるといいがなと、私たちも支える意味で

思っております。

本当に内外、要望としては厳しいものがあろ

うかと思いますが、県立病院というものは、消

防署みたいに何か起こったときに役立つんだと

いう一面もあっていいんじゃないかと思って、

余りぎゅうぎゅういくと、内部で働く人たちが
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連携が壊れてきたりとかなっちゃいかんなと、

いい意味での老婆心で言いたいんです。確かに

難しい面があろうかと思いますが、モチベーシ

ョンもいい意味で高めていくような、そして県

病院というのはこういう存在だから必要なんだ

よという自信を持った主張もしていいんじゃな

いか。多少赤字になっても、それは必要なこと

だったんだということを証明できる事例もあろ

うと思いますので、そういう立場も自信を持っ

てもらいたいなという気もいたします。難しい

立場におられる県病院の経営のことですから、

支えるという意味のエールも含めお伝えして、

頑張っていただきたいと思っております。職員

のモチベーションについては、みんなで協力し

て高め合うような体制ができるといいがなとい

う思いで述べさせてもらいます。

さっき設備の話が出ました。病院○川添委員

のドクターの技術もさることながら、やはり医

療機器の最新鋭のものというのが物を言うんだ

ろうと思うんです。そのことについて話があっ

たんですが、ちなみにＰＥＴというのがあるよ

うですが、あれを宮崎でも延岡でも県病院に近

々入れるという計画は、この中期計画の中では

ないものですか。

また個人的なことで恐縮です○植木病院局長

けど、実は私、ことしの５月にＰＥＴの検診を

受けました。どういうものかということを知り

たかったことがありまして見てきました。それ

で、今、川添委員がおっしゃった、近々購入す

る計画はということですが、はっきり申しまし

、 。て 今のところそういった計画はございません

近い将来、こういった経営計画が軌道に乗って

順調にいけば、そういったことも検討していく

ことがあるかと思いますが、現時点で申します

と、新別府町に鶴田病院のＰＥＴがございます

けど、Ａという患者さんに、ぜひあそこで検診

、をしてみてくださいということでお願いをして

その結果を持ってまた県病院に帰ってきていた

だいて、そこで適切な治療なり手術なりをする

と。簡単に言いますと地域の病診連携といいま

しょうか、医療機関との連携を図っておるのが

今の現状でございます。そういう意味では今の

ところ購入の話はございません。ただ、何度も

重複して恐縮ですが、経営状況が好転して、将

来的に、本当は県病院にもあった方がいいなと

いうことであれば購入の必要がありますが、宮

崎県は都城市と宮崎市に２台あるわけで、これ

は人口割からしたら全国ではトップの配置にな

っておりますので、そのあたりも十分考えなが

ら、基本は病診連携の中で進めていってもいい

のかなという考えもございます。

大体はわかるんですよね。２カ所○川添委員

あるということは、必要な人はそこに行けば、

東京まで行かんでもいい。なぜかというのは、

東京の話はつぶさな話じゃないんですが、結局

１カ月も待たにゃいかんとか、何日も待たにゃ

いかんそうです。宮崎でそれが受けられるとす

れば、今局長がおっしゃるように、全体の地域

医療との関係を考えれば、患者が困ってるわけ

じゃない 「必要なら向こうに行きなさいよ」と、

言えばそれまでですが。例えばＰＥＴ２の話が

片やある。さっき日進月歩の話がありましたか

ら、どんどん進んでいきますが、そうなってく

ると、この５年以内に ３カ所あって悪い話

じゃないから、県病院もそのくらいの馬力をか

けてですね。金の話だと思うんですよ。院長さ

んたちは要らんという話じゃなくて、何十億と

いう億の話でしょうから、その金額の工面。こ

れはしかし、ＰＥＴに限ったことじゃないんで

すが、新しい機械を入れる場合は、合同で検討
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を加えて入れれば、県病院に対する医療の質の

見方がごろっと変わってくると思うんです 「目。

玉商品」という言葉はどうかしりませんが、今

度がんセンターをつくっていただくから、それ

は高く評価しますが、それに関連するものが付

随的にあることが非常に機能性を高めていくと

思うんです。だから、来年すぐという意味じゃ

なくても、一つのセッティングとしてはそうい

うものがあった方が 「向こうに行って診査して、

持ってきなさい 、それもいいんですが、４県立」

病院のイメージが イメージだけじゃありま

せんが、実質的に変わるためには、目玉商品と

いいますか、資金を要するけれども、突破せん

。といかんとやないかという気がしておるんです

個人病院でやられておるから、宮崎で２カ所あ

れば立派なものですが、そのほかにはなかなか

やりたくてもやれない。私が言うのは、公立で

やるべしという考え方なんです。高額なもの、

一般病院ではなかなかできんというものは公立

で抱えてほしい。その部分だけで考えると赤字

かもしれませんが、しかし、それは赤字がどう

のという議論の前の話であって、私はやるべき

だということを常々思うし、ローテーションみ

たいなものが仮にあるとすれば、自動車で言え

ば、新車を買えば中古自動車が出てくるので、

、払い下げをして新規のものを買えばいいわけで

中古で出してしまえば多少足しになる。そうい

う意味のローテーションを積極的にやってほし

い。全体の器具の話ですが、そういうこともあ

るし、今のＰＥＴのようなものについては慎重

にやらにゃいかんでしょうが、人並みの考え方

ではだめだから、積極的に取り上げて検討して

ほしい。そろばん勘定だけですれば無理だと思

います。しかし、それは医療の質の向上という

ことで役に立つ。がんセンターとの関連があり

ますから、そういうのを中期計画の前段でぜひ

やってほしい。私は希望的観測を入れてお話を

させていただいております。

未収金の件ですけれども、先ほど○黒木委員

保証人の件が出ましたが、未収金を保証人が出

したということは１回もないということでした

が、保証人になった以上そのぐらいの覚悟はあ

ると思うんです。だから、全額でなくしても、

保証人に対して 「あなたが保証人になっていた、

。だいておるだれだれさんから全然入っていない

何とかならんでしょうか」と、そういうことを

やれば、保証人が 「おれが保証人になっておる、

あれは全然入ってないということで、おれに督

促が来たが」ということになると、保証人をお

願いした人は責任を感じて入れるようになるん

じゃないかと思うんです。過去において１回も

保証人がそれをやったことがないということで

すが、どのようにして保証人に対しては請求さ

れておるんですか、文章だけですか。

分類をしていないと申し上○山下病院局次長

げました。回収できたものは、本人から回収し

たものか連帯保証人から回収したものか、その

分類はしておりません。ただ、現実には連帯保

証人から徴収したものも含まれております。

その分類を将来のためにやるべき○黒木委員

じゃないですか。必要はないですか。本人がど

うしてもいかんということで、保証人が本人に

かわってやったということもある程度わかるよ

うにしておくべきじゃないか。いつも公表する

必要はありませんけれども、そうすることによ

って未収金に対する保証人あるいは本人の考え

方も、保証人に出していただいたということに

なると非常に責任を感じるし、また保証人とい

うのは、恐らく民間であれば本人が払えないと

きには保証人に対してかなり督促も行くと思う
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わけです。そういうことで、なるべく保証人に

対しては、文章だけでなくして、どうしてもい

かんときには徴収員を通じてでもやるべきだと

思うんですが、今後の対応はどう考えますか。

外来の場合には保証人を立○山下病院局次長

ててもらうわけにはいきませんが、入院の場合

で申し上げますと、連帯保証人は通常２人お願

いをしております。１人は肉親の方、もう１人

は肉親でない方をお願いしておるところでござ

います。本人が徴収になかなか応じていただけ

ないときには、当然肉親の連帯保証人に対して

請求をしておる実態でございます。

集計につきましては、検討させていただきた

いと思います。

ほかにありませんか。○中野委員長

以上で総括質疑を終わります。

暫時休憩いたします。

午前11時24分休憩

午前11時25分再開

委員会を再開いたします。○中野委員長

議案第12号についての委員長報告は、議会運

営委員会の決定により、次回の定例会において

行うこととされていますが、採決は本日でよろ

しいでしょうか。

〔 採決」と呼ぶ者あり〕「

それでは、お諮りいたします。○中野委員長

議案第12号「平成17年度公営企業会計決算の

認定について」は、これを認定することに御異

議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

御異議ないようですので、その○中野委員長

ように決定いたします。

次に、委員長報告骨子案についてであります

が、特に御要望はございませんか。

基本的には委員長、副委員長にお○井上委員

任せしたいと思いますけれども、多分決算審査

のたびごとに未収金の問題というのは出たと思

うんです。だからこそ徴収員の制度とかいろん

なのを取り入れられたと思うんです。不納欠損

処理ができるということで非常に甘い点はある

かと思うんですけれども、今後どうこれをして

いくのかということについては、委員長の方か

ら言っておいていただいた方がいいのではない

かと思っております。

欠損処理のあり方についてです○中野委員長

ね。

黒木委員も言うたんだけど、分類○井本委員

をぴしっとして、これは請求できる、これはち

ょっと無理だなというもの、そういうことまで

ぴしっとせにゃいかんと思います。そこをやっ

とらんというんだから、その辺のことは請求し

ていただきたいと思います。

確かに分類というのが必要だなと○太田委員

。 、私も思います 病院の場合の未収金というのは

ここで言っていいかどうかわかりませんが、な

かなか難しい人が多いだろうなというのはわか

。 、ります そういうふうに理解しているんですが

ただ、中には請求すれば入るんだがなというと

ころもあろうかと思いますので、今言われた分

類の中での対応をきちっとやるというのは必要

だなと思いました。

ほかにありませんか。○中野委員長

私も、過年度未収金の状況表を見て、いろい

ろ説明をされたんですが、例えば日南病院234件

あって、そのうちの130件以上が、５年以上未収

でありながら別の病気で継続だと、本当かなと

思っているんです。それが130件もこの数字で見

ればあるんです。130件以上もそういう人がいる

ということだから、トータルで260件を超えてい
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るんです。その辺の未収金の回収というのは徹

底していないような気がするんですよね。どう

にもならない人がその中にはいらっしゃるでし

ょうから、その辺の見きわめ、分類を含めてぴ

しっとせにゃいかんと思いますから、骨子の中

にはその辺もうまく入れ込んで案をつくりたい

と思います。

ほかにありませんか。

分類の話ですが、犯罪歴じゃない○川添委員

けど、私が何かで未収を起こしておれば、飛び

込んだとしても 「あんただめだ。前のが納まっ、

ちょらんじゃねえか」と、電子カルテじゃない

けど、それが分析してぱっと出てくれば そ

の人は後のは納めるかもしれんけれども 「前の、

を納めちょらんじゃねえか。それを納めんけり

ゃ入院できんよ」というぐらい、ちょっと厳し

いけど、固有名詞だからそういうチェックシス

テムはできると思うんです。そういうのが甘い

んじゃないですか。

関連して言えば、民間病院だった○井上委員

ら医事相談室がすぐ診察室の横にあって、そう

いう相談を直前に受けるようにしてあるわけで

す。そういう体制をきちんとしたら、黒木委員

が言われるような分類というのは本当はすぐで

きるわけですね、ふるい分けみたいな感じ。た

だ、公立病院なので、診療拒否というのは非常

にしにくいだろうから、そのことについては別

問題として考えないといけない。不納欠損とい

うのが割と簡単に今まで行われてきたのではな

いかと、非常に今回の決算委員会の中では感じ

たところなんです。だから、医療ケースワーカ

ーがもっと必要なら、そこ辺も含めて検討すべ

きではないんでしょうか。

議論としては言いませんが、意見○太田委員

として言わせていただきます。保証人の話も出

ましたけど、今、単身者とか、親戚関係がばら

ばらになって、恐らく保証人がとれないところ

もある。先に入院して、後で「保証人になって

ください」と頼むけど 「あんげな者は知らん」、

というような家庭が多いから、恐らく保証人が

つかないまま入っている人も現実的にはおられ

ると思います。それから完全にお金を納められ

ない人 国保にも加入していなくて 医療費は10、 、

割自分で負担せにゃいかんという人が、肝臓を

病んで入院したりする。私が市役所におるころ

は、そういう情報を聞くと、すぐ生活保護を受

けさせないといけないんです。というのは生活

保護の申請が３日おくれたら、４日目から生活

保護になって全部医療費は出してくれるんだけ

ど、３日間だけは未収で残るんです。だから、

そういう情報があったらすぐ生活保護に持って

いって未収金を少なくさせるようなことをして

やらんと、お互い苦しむんです。こういう３日

間の未収金というのも恐らく具体的にはあるだ

ろうと、本当に払えないのが。だから、本当に

払えない分と意図的に入れないのを分ける、そ

してまた公立病院の悩みみたいなものも理解し

てあげにゃいかんのかなという気もするわけで

す。民間病院でも最近未収金の問題がどんどん

出てきよるもんだから、これは全体的な問題と

して見つめながら……。

私はもう一つ、よかったなと思ったのは、嘱

託職員なり医療ケースワーカーが、滞納者を放

置するんではなくて 何らかの連絡をとって 入、 「

れてください」と言ってくると、120万の賃金

で180万しか取れんかったけれども、そのＰＲ効

果は大きいと思うんです 「やっぱ公立病院も請。

求すっちゃな」というようなことで、ほかの人

に与える「納めにゃならん」という無形のＰＲ

も大きかっただろうし、説明の中で誓約書も別
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にとっていると、そこから入ってくるお金はこ

の180万の中には集計しておりませんということ

を考えたら、もう少し余計にあの人たちの存在

の意味はあったんだろうなと、その辺も感じる

ところです。

私も議論ではないんですけど、太○井上委員

田委員が言われるような手法的措置と広報的措

置というふうに考えれば、医療ケースワーカー

が早目に、生活保護の要求をしなさいよと申請

書を渡してくれたり、そういう手続的なことも

教えてあげたりすれば、随分未収というのは少

なくなるのじゃないか。生活保護を受けて払え

ない状況にあるとか言われても、その入り口の

ところの処理の仕方によって随分未収金は減ら

すことが本来はできたと思うんです。でも、し

ていないと、できていないというふうに理解せ

ざるを得ないんですよね。

。○中野委員長 ほかに御要望等はありませんか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

では、お諮りします。○中野委員長

委員長報告につきましては、ただいまの御意

見等も参考にしてまとめていきたいと思います

が、正副委員長に御一任いただくことで御異議

ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

では、そのようにいたします。○中野委員長

その他何かありませんか。

〔 休憩」と呼ぶ者あり〕「

休憩いたします。○中野委員長

午前11時35分休憩

午前11時37分再開

委員会を再開いたします。○中野委員長

ほかにありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもちまして審○中野委員長

査を終わります。

午前11時37分閉会




